
北九州市博物館登録規則

（趣旨）

第１条 この規則は、博物館法（昭和２６年法律第２８５号。以下「法」とい

う。）第２２条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（登録の申請）

第２条 法第１１条の登録（以下「登録」という。）を受けようとする者は、

博物館登録申請書（第１号様式）（以下「博物館登録申請書」という。）を

教育委員会に提出しなければならない。

２ 法第１２条第１項第３号の教育委員会の定める事項は、次に掲げる事項と

する。

（１） 登録を受けようとする博物館の設置年月日

（２） その他教育委員会が必要と認める事項

３ 法第１２条第２項第３号の教育委員会の定める書類は、教育委員会が別に

定める。

（登録の審査）

第３条 教育委員会は、登録の申請があったときは、博物館登録申請書及び添

付書類（法第１２条第２項第１号及び第２号に掲げる書類並びに前条第３項

の規定により教育委員会が定める書類をいう。）並びに実地調査等に基づき

、法第１３条第１項に規定する登録の審査を行うものとする。

２ 法第１３条第１項第３号から第５号までの教育委員会の定める基準は、教

育委員会が別に定める。

（博物館登録原簿）

第４条 法第１４条第１項の博物館登録原簿は、博物館登録原簿（第２号様式

）とする。

（変更の届出）

第５条 法第１５条第１項の規定による変更の届出は、博物館登録事項変更届

（第３号様式）により行うものとする。

（教育委員会への定期報告）

第６条 登録を受けた博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、

定期的に、教育委員会に報告しなければならない。

２ 前項の規定による報告については、教育委員会が別に定める。

（博物館の廃止）

第７条 法第２０条第１項の規定による廃止の届出は、博物館廃止届（第４号



様式）により行うものとする。

（市の設置する博物館に関する特例）

第８条 第５条から前条までの規定は、市の設置する博物館については、適用

しない。

（委任）

第９条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録に関し必要な事項は、教

育委員会が定める。

付 則

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。



第１号様式（第２条関係）

（日本産業規格Ａ４）



第２号様式（第４条関係）

（日本産業規格Ａ４）



第３号様式（第５条関係）

                        （日本産業規格Ａ４）



第４号様式（第７条関係）

                        （日本産業規格Ａ４）


